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((((参考参考参考参考))))これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組みみみみ        １１１１    平成平成平成平成 20202020 年度年度年度年度におけるにおけるにおけるにおける「「「「血液製剤使用適正化普及事業血液製剤使用適正化普及事業血液製剤使用適正化普及事業血液製剤使用適正化普及事業」」」」のまとめとのまとめとのまとめとのまとめと展望展望展望展望についてについてについてについて            (1) (1) (1) (1) 国国国国のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況    昭和 39 年 ○血液製剤の国内自給を達成するため，「献血の推進について」を閣議決定 昭和 61 年 ○「血液製剤の使用適正化のガイドライン」を策定 血液製剤の使用適正化のため次の 3 基準を設定 ・新鮮凍結血漿の使用基準 ・アルブミン製剤の使用基準 ・赤血球濃厚液の使用基準 平成 11 年 ○「血液製剤の使用指針及び輸血療法の実施に関する指針」を策定 「血液製剤の使用適正化のガイドライン」の見直し 平成 15 年 ○「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」を施行 「血液製剤の使用適正化」等を法の目的として明文化 ○「安全な血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針」策定 「血液製剤の適正な使用に関する事項」として，医療機関においては血液製剤の管理体制を整備するとともに，国及び都道府県は，院内の輸血療法委員会，責任医師の任命及び輸血部門の設置を働きかけることとされた。 平成 17 年 ○血液製剤の適正使用推進に係る具体的強化方策を提示 都道府県単位で「合同輸血療法委員会」を設置を促す 平成 18 年～ ○「血液製剤適正使用化方策調査研究事業」を実施 効果的な適正化推進方策の普及を図る ○診療報酬に輸血管理料を新設 医療機関における輸血療法委員会の設置，輸血部門での常勤医師の配置等を基準とした     (2) (2) (2) (2) 本県本県本県本県のののの事業等事業等事業等事業等    昭和 61 年度～    血液製剤適正使用推進の取り組み開始    平成 3 年度～    血液製剤適正使用に関する問題点等を整理，検討を行うための「広島県血液製剤使用に係る懇談会」を設置，開催    平成 13 年度～15 年度 国の「血液製剤使用適正化普及事業」を受託    輸血療法等に関する講演会やシンポジウムを開催 平成 16 年度～ 「血液製剤使用適正化普及事業」を単県事業として実施   （他県においてもこの事業が打ち切られる傾向にある。) 平成 17 年度～ 「広島県輸血懇話会」を開催 広島県赤十字血液センターと(社)広島県臨床衛生検査技師会の共催 (広島県は後援)     (3) (3) (3) (3) 血液製剤使用適正化血液製剤使用適正化血液製剤使用適正化血液製剤使用適正化にににに係係係係るるるる今後今後今後今後のののの事業事業事業事業についてについてについてについて     ○広島県合同輸血療法委員会の設置   広島県血液製剤使用に係る懇談会及び広島県輸血懇話会を統合・改組し，広島県合同輸血療法委員会を設置する。（事務局：血液センターを予定）  ○医療機関ごとの血液製剤の使用量等の比較検討・評価，情報交換   各医療機関の輸血責任医師，担当の臨床検査技師，薬剤師等が参画し，他医療機関と血液製剤の使用量・状況を比較・評価するなどして，適正使用を推進する上での課題を明確化し，解消を図る。  ○研修会の企画・開催   現行の輸血懇話会をベースに，医師等が参加できる体制作り 


